
(57)【要約】

【課題】  集合フェロモンによって果樹カメムシを誘引

・捕獲し、該果樹カメムシの発生調査・予察を確実に行

うことができる果樹カメムシの乾式トラップを提供す

る。

【解決手段】  果樹カメムシを集合フェロモンによって

誘い込むカメムシ誘引部と、前記カメムシを捕獲するカ

メムシ捕獲部とからなり、該カメムシ捕獲部は、前記カ

メムシ誘引部の上側に配置されてなる。



【特許請求の範囲】

【請求項１】  果樹カメムシを集合フェロモンによって

誘い込むカメムシ誘引部と、前記カメムシを捕獲するカ

メムシ捕獲部とからなり、

該カメムシ捕獲部は、前記カメムシ誘引部の上側に配置

されることを特徴とする果樹カメムシの乾式トラップ。

【請求項２】  前記カメムシ誘引部は、該カメムシ誘引

部の内側に前記集合フェロモンを配設するとともに、前

記カメムシ誘引部に前記集合フェロモンを放出する穴若

しくはスリットを有することを特徴とする請求項１記載

の果樹カメムシの乾式トラップ。

【請求項３】  前記カメムシ誘引部は、該カメムシ誘引

部の外側若しくは内側にて前記カメムシ捕獲部と連通し

ていることを特徴とする請求項１又は２記載の果樹カメ

ムシの乾式トラップ。

【請求項４】  前記カメムシ誘引部は、該カメムシ誘引

部の下端部から上端部に向けて幅が狭くなるスカート板

からなることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一

項に記載の果樹カメムシの乾式トラップ。

【請求項５】  前記カメムシ誘引部は、該カメムシ誘引

部の下端部から上端部に向けてその内側の空間が狭くな

るスカート状であることを特徴とする請求項１乃至４の

いずれか一項に記載の果樹カメムシの乾式トラップ。

【請求項６】  前記カメムシ誘引部は、黄色の外側面を

有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項

に記載の果樹カメムシの乾式トラップ。

【請求項７】  前記カメムシ捕獲部は、前記カメムシ誘

引部の下端部よりも小さくされることを特徴とする請求

項１乃至６のいずれか一項に記載の果樹カメムシの乾式

トラップ。

【請求項８】  前記カメムシ捕獲部は、該カメムシ捕獲

部の下端部から上端部に向けて広くなる捕獲室を有する

ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載

の果樹カメムシの乾式トラップ。

【請求項９】  前記捕獲室には、殺虫剤が入れられるこ

とを特徴とする請求項８記載の果樹カメムシの乾式トラ

ップ。

【請求項１０】  前記捕獲室には、植物由来の誘引物質

が入れられることを特徴とする請求項９記載の果樹カメ

ムシの乾式トラップ。

【請求項１１】  前記捕獲室の上部には、発光ダイオー

ドの光源が配置されることを特徴とする請求項８乃至１

０のいずれか一項に記載の果樹カメムシの乾式トラッ

プ。

【請求項１２】  前記カメムシ捕獲部は、透明若しくは

半透明の外側面を有することを特徴とする請求項１乃至

１１のいずれか一項に記載の果樹カメムシの乾式トラッ

プ。

【請求項１３】  前記集合フェロモンは、集合フェロモ

ン剤であって、前記カメムシ捕獲部から吊り下げられて

いることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか一項

に記載の果樹カメムシの乾式トラップ。

【請求項１４】  前記集合フェロモン剤は、前記カメム

シを歩行させる棒にて吊り下げられていることを特徴と

する請求項１３記載の果樹カメムシの乾式トラップ。

【請求項１５】  前記集合フェロモンは、チャバネアオ

カメムシの集合フェロモンであることを特徴とする請求

項１乃至１４のいずれか一項に記載の果樹カメムシの乾

式トラップ。

【請求項１６】  前記乾式トラップは、地上から約１５

０乃至１６０ｃｍの高さに設置されることを特徴とする

請求項１乃至１５のいずれか一項に記載の果樹カメムシ

の乾式トラップ。

【請求項１７】  前記乾式トラップは、果樹園から約５

０乃至１００ｍ離れた位置に設置されることを特徴とす

る請求項１乃至１６のいずれか一項に記載の果樹カメム

シの乾式トラップ。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、果樹カメムシの乾

式トラップに係り、特に、集合フェロモンを誘引源とす

る果樹カメムシの乾式トラップに関する。

【０００２】

【従来の技術】果樹カメムシは、その吸汁によってミカ

ン、ナシ及びビワ等のあらゆる果樹に悪影響を与える重

要害虫であり、近年では１９９６年に全国的に大発生

し、果樹栽培において大きな問題となった。前記果樹カ

メムシには、チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ

及びクサギカメムシ等が該当し、これらのカメムシは成

虫で越冬して翌春の発生源になる。そして、翌春から翌

夏の初めにかけて各種の果樹等に被害を与え、この翌夏

の初めからは新成虫が発生し、この新成虫が越冬する。

【０００３】前記果樹カメムシは、上記のような生態を

有することが分かっているが、その発生量の変動が大き

く、その発生予察の難しい昆虫の一つであり、発生予察

が可能になれば翌春の活動前に予め適切な対応を採るこ

とができる。ここで、前記果樹カメムシは、雄成虫が放

出する集合フェロモンによって雄成虫及び雌成虫がとも

に誘引されることが確認されており、該集合フェロモン

を誘引源にして前記果樹カメムシの発生調査を行うトラ

ップが知られている。

【０００４】図５は、従来における果樹カメムシのトラ

ップの斜視図である。該果樹カメムシのトラップ１００

は、前記集合フェロモンを備え、誘引された果樹カメム

シを衝突させるカメムシ誘引部１１０と、水を入れたカ

メムシ捕獲部１５０と、支柱等にトラップ１００を吊る

すトラップ支持部１７０と、トラップ１００を覆う蓋部

１８０とからなる湿式のトラップであり、カメムシ捕獲

部１５０は、カメムシ誘引部１１０の下側に配置されて

いる。そして、前記果樹カメムシは、前記集合フェロモ
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ンに誘引されてカメムシ誘引部１１０の衝突板１１１、

１１２に衝突し、カメムシ捕獲部１５０内に落下して捕

獲される。

【０００５】

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記果樹カ

メムシの雄成虫が放出する集合フェロモンは、雌成虫を

呼び寄せるのみに用いられるのではなく、他の成虫にエ

サ場を教えるためにも用いられているものであり、前記

誘引された果樹カメムシは、前記集合フェロモンを放出

している雄成虫の所にまで行く必要がない。つまり、そ

の雄成虫の周辺の適当な場所に来て止まれば足りる。

【０００６】よって、前記誘引された果樹カメムシは、

カメムシ誘引部１１０の衝突板１１１、１１２に衝突す

ることなく、前記支柱及び蓋部１８０等に止まる場合が

多く、誘引される果樹カメムシの数に対して捕獲される

果樹カメムシの数は少なく、前記の如くの果樹カメムシ

の湿式トラップ１００には、依然として課題が残されて

いる。また、前記集合フェロモンには、前記果樹カメム

シのほか、その天敵昆虫であるマルボシハナバエをも誘

引し、捕獲してしまうという問題がある。

【０００７】さらに、前記果樹カメムシの湿式トラップ

１００は、カメムシ捕獲部１５０に水を入れているの

で、捕獲された果樹カメムシが腐敗して悪臭を放つとい

う問題のほか、日差し又は強風によって前記カメムシ捕

獲部１５０内の水が蒸発又はこぼれてしまい、数日間連

続の調査に耐えられないという問題もある。

【０００８】ここで、本発明者は、前記集合フェロモン

に感応した果樹カメムシが、フェロモン源の周辺に止ま

った後、上方向に歩行移動する習性を有することを野外

観察によって発見した。すなわち、本発明者は、集合フ

ェロモンを誘引源として果樹カメムシを捕獲するには、

前記集合フェロモン源の上方にカメムシ捕獲部を配置す

る必要があるとの新たな知見を得たものである。つま

り、前記従来の湿式トラップ１００は、カメムシ捕獲部

１５０がカメムシ誘引部１１０の下側に配置されたもの

であり、前記集合フェロモンに感応した果樹カメムシの

習性については、格別の配慮がなされていない。

【０００９】本発明は、このような問題に鑑みてなされ

たものであって、その目的とするところは、集合フェロ

モンによって果樹カメムシを誘引・捕獲し、該果樹カメ

ムシの発生調査・予察を確実に行うことができる果樹カ

メムシの乾式トラップを提供することである。

【００１０】

【課題を解決するための手段】前記目的を達成すべく、

本発明に係る果樹カメムシの乾式トラップは、基本的に

は、果樹カメムシを集合フェロモンによって誘い込むカ

メムシ誘引部と、前記カメムシを捕獲するカメムシ捕獲

部とからなり、該カメムシ捕獲部は、前記カメムシ誘引

部の上側に配置されることを特徴としている。

【００１１】前記の如く構成された本発明の果樹カメム

シの乾式トラップは、集合フェロモンに感応した果樹カ

メムシが、カメムシ誘引部の上部に位置するカメムシ捕

獲部に向かって歩行移動する習性を利用しているので、

果樹カメムシの捕獲効率が湿式トラップよりも高くな

り、しかも、天敵昆虫を捕獲することなく果樹カメムシ

のみを捕獲し、果樹カメムシの発生調査・予察を容易、

かつ、的確に行うことができる。

【００１２】また、本発明に係る果樹カメムシの乾式ト

ラップの具体的態様は、前記カメムシ誘引部は、該カメ

ムシ誘引部の内側に前記集合フェロモンを配設するとと

もに、前記カメムシ誘引部に前記集合フェロモンを放出

する穴若しくはスリットを有すること、若しくは前記カ

メムシ誘引部は、該カメムシ誘引部の外側或いは内側に

て前記カメムシ捕獲部と連通していること、若しくは前

記カメムシ誘引部は、該カメムシ誘引部の下端部から上

端部に向けて幅が狭くなるスカート板からなること、若

しくは前記カメムシ誘引部は、該カメムシ誘引部の下端

部から上端部に向けてその内側の空間が狭くなるスカー

ト状であること、又は前記カメムシ誘引部は、黄色の外

側面を有することを特徴としている。

【００１３】さらにまた、本発明に係る果樹カメムシの

乾式トラップの他の具体的態様は、前記カメムシ捕獲部

は、前記カメムシ誘引部の下端部よりも小さくされるこ

と、又は前記カメムシ捕獲部は、該カメムシ捕獲部の下

端部から上端部に向けて広くなる捕獲室を有すること、

若しくは前記捕獲室には、殺虫剤が入れられること、若

しくは前記捕獲室には、植物由来の誘引物質が入れられ

ること、若しくは前記捕獲室の上部には、発光ダイオー

ドの光源が配置されることを特徴とし、さらに、前記カ

メムシ捕獲部は、透明若しくは半透明の外側面を有する

ことを特徴としている。

【００１４】また、本発明に係る果樹カメムシの乾式ト

ラップのさらに他の具体的態様は、前記集合フェロモン

は、集合フェロモン剤であって、前記カメムシ捕獲部か

ら吊り下げられていること、若しくは該集合フェロモン

剤は、前記カメムシを歩行させる棒にて吊り下げられて

いること、又は前記集合フェロモンは、チャバネアオカ

メムシの集合フェロモンであることを特徴としている。

【００１５】さらに、前記乾式トラップは、地上から約

１５０乃至１６０ｃｍの高さに設置されること、又は果

樹園から約５０乃至１００ｍ離れた位置に設置されるこ

とを特徴としている。

【００１６】

【発明の実施の形態】以下、図面に基づき本発明の果樹

カメムシの乾式トラップの一実施形態について説明す

る。図１乃至図４は、本実施形態における果樹カメムシ

の乾式トラップを示したものであり、図１は、前記乾式

トラップの部分切断斜視図を示し、図２は、前記乾式ト

ラップの部分分解斜視図、図３は、前記乾式トラップの

集合フェロモン部の斜視図、図４は、前記乾式トラップ
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のＩＶ－ＩＶ矢視断面図である。

【００１７】該果樹カメムシの乾式トラップ１は、集合

フェロモンによって果樹カメムシを誘引・捕獲し、該果

樹カメムシの発生調査及び発生予察に用いられるもので

あり、図１に示すように、前記カメムシを集合フェロモ

ン部４０によって誘い込むカメムシ誘引部１０と、前記

カメムシを捕獲するカメムシ捕獲部５０とから構成さ

れ、カメムシ捕獲部５０は、カメムシ誘引部１０の上側

に配置されている。

【００１８】前記カメムシ誘引部１０は、前記集合フェ

ロモン部４０を覆う四枚のスカート板１１、１２、１

３、１４からなり、該各スカート板１１、１２、１３、

１４は、その下端部から上端部に向けて幅が狭くされる

二段のテーパを有する略台形状をなしている。

【００１９】また、各スカート板１１、１２、１３、１

４には、その略中央部分に前記集合フェロモンを放出し

て前記カメムシを誘引する略長方形の穴２１、２２、２

３、２４が一つずつ設けられているとともに、各スカー

ト板１１、１２、１３、１４の上端部には、略台形の支

持板３１、３２、３３、３４が一つずつ設けられてい

る。そして、該支持板３１、３２、３３、３４は、カメ

ムシ誘引部１０とカメムシ捕獲部５０とが合わされる際

に、支持板３１、３２、３３、３４がカメムシ捕獲部５

０を支持するべく、各スカート板１１、１２、１３、１

４に対して角度をなして一体に形成されている。

【００２０】そして、前記カメムシ誘引部１０は、各ス

カート板１１、１２、１３、１４の長手方向の上方側に

てそれぞれ接合されることにより、下端から上端にかけ

てその内側の空間を狭くするスカート状に形成される。

すなわち、相隣り合うスカート板１１と１２、スカート

板１２と１３、スカート板１３と１４、スカート板１４

と１１の各上段側テーパ部分を接合することにより、前

記カメムシ捕獲部５０に向けて先細りとなっている。ま

た、前記各上段側テーパ部分をそれぞれ接合することに

より、各スカート板１１、１２、１３、１４の下段テー

パ部分の間には、前記集合フェロモンを放出して前記カ

メムシを誘引するスリット２５、２６、２７、２８が形

成される。なお、前記カメムシ誘引部１０の各スカート

板１１、１２、１３、１４の外側面は、黄色にされてお

り、前記カメムシの誘引の強化が図られている。

【００２１】前記カメムシ捕獲部５０は、上方への歩行

移動という前記果樹カメムシの習性を利用して、前記カ

メムシ誘引部１０の上側に配置され、しかも、前記スカ

ート板１１、１２、１３、１４の下端部よりも小さくさ

れており、図２に示されているように、前記捕獲室６０

と、該捕獲室６０の上部を覆う捕獲蓋８０と、乾式トラ

ップ１を支柱等に吊るすトラップ吊ロープ７０とからな

る。

【００２２】前記捕獲室６０は、該捕獲室６０の外側面

を形成する四枚の捕獲室外板５１、５２、５３、５４

と、該捕獲室６０の内側面を形成する四枚の接合板６

１、６２、６３、６４、捕獲室内板７１、７２、７３、

７４、カメムシ導入板８１、８２、８３、８４と、捕獲

蓋８０とによって形成される。前記捕獲室内板７１、７

２、７３、７４は、その下端部から上端部に向けて幅が

狭くされる略台形をなし、前記カメムシ誘引部１０の支

持板３１、３２、３３、３４の上端側にてそれぞれ支持

固定される。

【００２３】前記接合板６１、６２、６３、６４は、前

記捕獲室内板７１、７２、７３、７４の下端部側に位置

し、該下端部の幅に等しい辺を有する略長方形をなし、

前記各捕獲室内板７１、７２、７３、７４が前記各支持

板３１、３２、３３、３４に支持される際に、前記各接

合板６１、６２、６３、６４が前記各捕獲室外板５１、

５２、５３、５４の下側面とそれぞれ接合されるべく、

各捕獲室内板７１、７２、７３、７４に対して角度をな

して一体に形成されている。

【００２４】前記カメムシ導入板８１、８２、８３、８

４は、前記捕獲室内板７１、７２、７３、７４の上端部

側に位置し、該上端部の幅に等しい辺を有する略長方形

をなし、前記接合板６１、６２、６３、６４と平行をな

して前記捕獲室内板７１、７２、７３、７４に一体に形

成され、相隣り合う各カメムシ導入板８１、８２、８

３、８４の側面部分が接合されることにより、前記カメ

ムシの導入孔が形成される。また、前記カメムシ導入板

８１、８３の上端部には、切欠き８５、８６が形成され

ており、後述する集合フェロモン部４０の支持棒４２が

係合される。

【００２５】そして、捕獲室６０は、前記捕獲室外板５

１、５２、５３、５４にて囲まれた部分の内側であっ

て、前記接合板６１、６２、６３、６４による接合部分

を捕獲室６０の底とし、前記捕獲室内板７１、７２、７

３、７４にて囲まれた部分の外側と、前記カメムシ導入

板８１、８２、８３、８４にて囲まれた部分の外側と、

前記捕獲蓋８０の下側とによって形成され、前記カメム

シ導入板８１、８２、８３、８４の上端部にて前記カメ

ムシ誘引部１０の内部と連通しており、前記底から上方

に向けて広くなっている捕獲室６０には殺虫剤が入れら

れている。なお、前記カメムシ捕獲部５０の捕獲室外板

５１、５２、５３、５４は、透明若しくは半透明にされ

ており、光を透過させて観察の容易化が図られている。

【００２６】図３は、前記集合フェロモン部４０の斜視

図である。該集合フェロモン部４０は、集合フェロモン

を含浸させたチューブタイプの集合フェロモン剤４１

と、該集合フェロモン剤４１を吊り下げ支持する集合フ

ェロモン剤支持棒４２と、該集合フェロモン剤支持棒４

２と同じ材質・太さの集合フェロモン剤吊棒４３とから

なり、集合フェロモン剤支持棒４２は、前記カメムシ導

入板８１、８３の切欠き８５、８６に係合される。そし

て、集合フェロモン剤吊棒４３は、前記カメムシを歩行
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させるべく、逆略Ｕ字状の集合フェロモン剤４１の略中

央から上方に向かって伸び、前記集合フェロモン剤支持

棒４２の略中央にて固定される。該集合フェロモン剤吊

棒４３は、集合フェロモン剤４１が前記各スカート板１

１、１２、１３、１４の略長方形の穴２１、２２、２

３、２４の高さに対向するべく適当な長さに設定され

る。

【００２７】集合フェロモン剤４１に含浸された集合フ

ェロモンは、チャバネアオカメムシの雄成虫が放出する

集合フェロモンの主成分と同等のものであり、この集合

フェロモンには、チャバネアオカメムシのほか、ツヤア

オカメムシ及びクサギカメムシ等の果樹カメムシを誘引

することができる。

【００２８】前記の如く構成された乾式トラップ１の使

用手順について、以下に説明する。まず、乾式トラップ

１は、前記果樹カメムシの活動期間である４月乃至１０

月の期間に設置される。なお、果樹の被害に関する果樹

カメムシの発生量を調査する場合には、前記果樹が果実

を有する期間であっても良い。

【００２９】また、前記乾式トラップ１は、果樹園から

約５０乃至１００ｍ離れた平坦で風通しの良く、かつ、

見通しの良い位置に設置される。なぜならば、前記果樹

カメムシの発生時期及び発生量を正確に知るためには前

記果樹園の中又はそのごく近傍に設置するのが好ましい

が、この場合には、前記集合フェロモンに誘引された果

樹カメムシが、前記果樹園に被害を及ぼす可能性がある

からである。さらに、前記乾式トラップ１は、集合フェ

ロモン源である前記集合フェロモン剤４１が、地上から

約１５０乃至１６０ｃｍの高さに位置するように設置さ

れる。

【００３０】次に、乾式トラップ１における前記果樹カ

メムシの動きについて説明する。図４は、乾式トラップ

１のＩＶ－ＩＶ矢視断面図であり、前記集合フェロモン

に誘引されて乾式トラップ１の周辺に飛来した果樹カメ

ムシは、前記カメムシ誘引部１０の各スカート板１１、

１２、１３、１４の外側に止まり、そのうち、一部の前

記カメムシは、前記集合フェロモンによってさらに誘引

され、前記略長方形の穴２１、２２、２３、２４若しく

は前記スリット２５、２６、２７、２８等を介して前記

カメムシ誘引部１０の各スカート板１１、１２、１３、

１４の内側に入り込む。

【００３１】そして、前記果樹カメムシは、前記各スカ

ート板１１、１２、１３、１４の外面側及び内側面に沿

って上方向、すなわち、前記カメムシ捕獲部５０に向か

って歩行移動し、例えば、前記各スカート板１１、１

２、１３、１４の外面側及び内側面から前記カメムシ誘

引部１０の支持板３１、３２、３３、３４を伝い、前記

捕獲室内板７１、７２、７３、７４の内側面及び前記カ

メムシ導入板８１、８２、８３、８４の内側面に沿って

捕獲室６０の内部であるカメムシ導入板８１、８２、８

３、８４の上端部に到達、又は、前記集合フェロモン剤

吊棒４３を伝ってカメムシ導入板８１、８２、８３、８

４の上端部に到達する。そして、該カメムシ導入板８

１、８２、８３、８４の上端部に到達した果樹カメムシ

は、行き場を失い、捕獲室６０内に入れられた前記殺虫

剤の中に落下して捕殺される。以上のように、本発明の

前記実施形態は、上記の構成によって次の機能を奏する

ものである。

【００３２】すなわち、果樹カメムシの乾式トラップ１

は、前記カメムシを集合フェロモン部４０によって誘い

込むカメムシ誘引部１０と、前記カメムシを捕獲するカ

メムシ捕獲部５０とから構成され、カメムシ捕獲部５０

は、カメムシ誘引部１０の上側に配置されているととも

に、前記カメムシ誘引部１０が、前記集合フェロモン部

４０を覆う四枚のスカート板１１、１２、１３、１４か

らなり、該各スカート板１１、１２、１３、１４は、そ

の下端部から上端部に向けて幅が狭くされるとともに、

その内側の空間が狭くされて前記カメムシ捕獲部５０の

捕獲室６０と連通しており、集合フェロモンに感応して

侵入した果樹カメムシが、カメムシ誘引部１０の上部に

位置するカメムシ捕獲部５０に向かって歩行移動する習

性を利用しているので、果樹カメムシの捕獲効率が従来

の湿式トラップ１００よりも高くなり、しかも、天敵昆

虫を捕獲することなく果樹カメムシのみを捕獲すること

ができ、前記果樹カメムシの防除の要否、防除時期の決

定等の果樹カメムシの発生予察を正確に行うことがで

き、果樹栽培の生産安定性に大きく寄与することができ

る。

【００３３】また、前記カメムシ捕獲部５０は、捕獲室

外板５１、５２、５３、５４にて囲まれた部分の内側で

あって、前記接合板６１、６２、６３、６４との接合部

分を底とし、前記捕獲室内板７１、７２、７３、７４に

て囲まれた部分の外側と、前記カメムシ導入板８１、８

２、８３、８４にて囲まれた部分の外側と、捕獲蓋８０

の下側とによって形成され、前記底から上方に向けて広

くなっている捕獲室６０を有し、該捕獲室６０には殺虫

剤が入れられているので、捕獲された果樹カメムシが腐

敗・破損することがなく、従来の湿式トラップ１００の

ように、日差し又は強風によって水が蒸発又はこぼれて

しまうことがなくなり、数日間以上（例えば、７日間）

連続の調査にも耐えることができる。さらに、従来の湿

式トラップ１００と本実施形態の乾式トラップ１との比

較結果を以下に示す。

【００３４】

【表１】
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【００３５】上記比較結果から理解されるように、本実

施形態の乾式トラップ１は、従来の湿式トラップ１００

に比してカメムシ類の捕獲数が多く、しかも、該カメム

シ類の天敵昆虫であるマルボシハナバエについては、前

記乾式トラップ１のカメムシ捕獲部５０に侵入せずに捕

獲されないことから、前記乾式トラップ１は、従来の湿

式トラップ１００に比して天敵保護の点からも有利であ

ることが分かる。以上、本発明の実施形態について詳述

したが、本発明は前記実施形態に限定されるものではな

く、特許請求の範囲に記載された本発明の精神を逸脱す

ることなく設計において種々の変更ができるものであ

る。

【００３６】例えば、前記実施形態の捕獲室６０には殺

虫剤が入れられているが、このほかに植物由来等の誘引

物質が入れられていてもよく、この場合には、前記捕獲

室６０内により多くの果樹カメムシを誘引することがで

きる。また、前記捕獲室６０の上部、例えば、捕獲室６

０の上部を覆う捕獲蓋８０の内側には、発光ダイオード

等の光源が配置されていても良く、この場合にも、前記

捕獲室６０内により多くの果樹カメムシを誘引すること

ができる。

【００３７】

【発明の効果】以上の説明から理解されるように、本発

明に係る果樹カメムシの乾式トラップは、集合フェロモ

ンに感応した果樹カメムシが、上部のカメムシ捕獲部に

向かって歩行移動するので、天敵昆虫を捕獲することな

く果樹カメムシを捕獲し、該果樹カメムシの発生調査・

予察を容易、かつ、的確に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本実施形態における果樹カメムシの乾式トラッ

プの部分切断斜視図。

【図２】図１の乾式トラップの部分分解斜視図。

【図３】図１の乾式トラップにおける集合フェロモン部

の斜視図。

【図４】図１の乾式トラップのＩＶ－ＩＶ矢視断面図。

【図５】従来における果樹カメムシの湿式トラップの斜

視図。

【符号の説明】

１  果樹カメムシの乾式トラップ

１０  カメムシ誘引部

１１、１２、１３、１４  スカート板

２１、２２、２３、２４  穴

２５、２６、２７、２８  スリット

４０  集合フェロモン部

４１  集合フェロモン剤

４３  集合フェロモン剤吊棒

５０  カメムシ捕獲部

５１、５２、５３、５４  外板

６０  捕獲室

【図３】
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【図１】 【図２】

【図５】
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【図４】
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